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１ 令和７年度の公費補助について 

基本的な考え：学校が購入して全員の子どもたちに配布していたものが公費補助 

個人によって支出費用が異なるものが私費負担 

（１）教材費等 

公費補助・・・問題集・ドリル・資料集・学習計画表・連絡ノート・書き初め用紙・ファイル類・身

分証明用写真・入学式集合写真・領域別テスト・運動会用はちまき・面接ガイド・

卒業文集・実習制作材料費（技術・家庭科、美術等）・校外学習費（バス代・入園

料・緊急連絡用携帯電話など）等 

私費負担・・・鉛筆・消しゴム・絵の具・裁縫用糸・水着・校外学習の班行動中の交通費やお小

遣い（土産・飲食）等 

（２）移動教室費 

公費補助・・・バス代・宿泊費・学園の食費・体験学習費・集合写真・保険・水分補給用の配布

飲料等 

私費負担・・・班行動中の拝観料等 

（３）卒業アルバム費 

                       －ここまでが学校徴収金として引き落としをしていたもの－ 

（４）修学旅行費 

公費補助・・・旅行業者に積み立てていた費用（新幹線代・宿泊費・荷物運搬代・バス代・バス

の駐車代・バスの有料道路代・班行動用タクシー代・全員で食べる昼食代・全

員で拝観する神社仏閣及び施設の拝観及び入場料・全員に配布する京都市内

バス１日乗車券・体験学習・緊急連絡用携帯電話・保険・添乗員費用・企画料等） 

集合写真 

私費負担・・・班行動中の交通費・お小遣い（土産・飲食・拝観入場料） 

（５）その他の私費負担 

ＰＴＡ会費・卒業対策費は私費負担 

（６）返金対象 

新３年生が旅行業者に積み立てた修学旅行費用 

    ※何らかの手段により保護者口座に返金。 

（７）公費補助の上限額制 

それぞれ、無制限ではなく一人当たりの上限額が定められています。実績からすると上限額

内で収まる予定です。 

 

２ 都立産業技術高等専門学校の特別推薦制度 

①２学期末の段階で、各校の２年生２名までが学校を通して教育委員会に応募書類を提出し、

②同校の特別推薦候補者と認められれば、③２年生から３年生にかけて実施される２回のスク

ーリングに参加し、④さらに最終的に区内の２名が特別推薦受検者となり、⑤同校を特別推薦

枠として受検することができます。⑤仮に、区内の２名に選ばれなくても、同校を推薦受検する

ことはできます。 

２学期末に応募する際の、成績の基準は数学、理科、技術・家庭の評定合計が１２程度以上と

なっています。 

毎年１学期末に、同校で説明会が開催されています。 


